
Ⅴ 工事書類の簡素化

資料－５

工事書類の簡素化（削減）について

1



工事書類の簡素化に向けて「協議事項設定のあり方」本運用

◎ 当初発注時の特記仕様書で、「協議」事項を減らし(協議⇒指示・承諾・提出・報告)受注者の協議に伴う
資料作成等の負担軽減を図る取り組みを行っている。
平成２９～３０年度にモデル工事による試行を行い、工事完了時に発注者の監督職員、受注者の現場代理
人等にアンケート調査を実施し、書類の簡素化についての検証を行った結果、受発注者双方の８０％以上か
ら継続した取り組みの実施を求められていた。
令和元年７月以降の入札契約手続きを開始する工事から、全工事に対象を拡大し、書類の簡素化が図ら
れるよう取り組みを実施。

例１）
・○○は○○○とすること。詳細については
監督職員と協議すること。

例２）
・○○について事前に監督職員と協議する
こと。

例３）
・○○の場合には、○○に確認のうえ監督
職員と協議するものとする。

例４）
・○○の使用については、監督職員と協議
のうえ、施工を行うものとする。

例１）
・○○は○○○とする。 「詳細については監督
職員と協議すること。」を削除。

例２）
・○○について事前に監督職員から指示する。

例３）
・○○の場合には、○○に確認のうえ監督職員
に報告し、指示を受けるものとする。

例４）
・○○の使用については、監督職員の承諾のう
え、施工を行うものとする。

＜従来（例）＞ ＜令和元年７月以降（例）＞
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１０項目（Ｒ３～）
①施工計画書
②施工体制台帳
③工事打合せ簿（協議）
④工事打合せ簿（提出）
⑤工事打合せ簿（承諾）
⑥出来形管理図表
⑦品質管理図表
⑧品質規格証明資料
⑨品質証明書
⑩工事写真

１３項目（Ｒ２モデル工事）
①施工計画書
②施工体制台帳
③施工体系図
④工事打合せ簿（協議）
⑤工事打合せ簿（提出）
⑥工事打合せ簿（承諾）
⑦材料確認書
⑧段階確認書
⑨出来形管理図表
⑩品質管理図表
⑪品質規格証明資料
⑫品質証明書
⑬工事写真

①検査対象書類の変更
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１０項目

＜対象工事の拡大イメージ＞

１３項目

４４項目

※R2は稼働工事件数、R3はR2稼働件数より施工能力評価型Ⅱ型の件数を集計

※青字は削減する書類

＜検査書類の削減イメージ＞

従来の検査書類

４４項目

検査時に準備

検査書類限定型工事の
検査書類

１０項目のみ検査時に準備

※10項目以外は監督員は検査時に施工プロ
セスチェック等で検査官に説明する。
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②対象工事の拡大

検査書類について
整備局全体で５０
％以上の削減を見
込んでいる。

検査書類の削減に向けて「検査書類限定型工事」

① 令和３年度から「検査書類限定型工事」として制度化し、検査書類を１３項目から１０項目とする。
② 施工能力評価型Ⅱ型の工事を原則全て対象とし、施工能力評価型Ⅱ型を除く工事は受発注者協議のうえ
実施できるものとし対象工事を拡大する。
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